
令和 7年 3月 31日 

富士宮信用金庫 

 

変動金利型住宅ローン最優遇金利変更のご案内 

 

 

 富士宮信用金庫(理事長 伊藤 壽文)は、日本銀行の金融政策変更に伴う市場

環境等の変化を踏まえ、変動金利型住宅ローン最優遇金利を引上げることと致

しましたので、以下の通りご案内致します。 

 

記 

１．改定内容 

改 定 前 改 定 後 増  減 

2.625％ 2.875％ ＋0.25％ 

 

２．改定日 

  令和 7年 4月 1日(火) 

 

３．金利の見直し時期について 

・令和 7年 4月 1日以降に変動金利型住宅ローンをお申込みの方 

  令和 7年 4月 1日現在の変動金利型住宅ローン最優遇金利をもとに適用金 

利が決定されます。 

 

・令和 7年 4月 1日以前に変動金利型住宅ローンをお借入れの方  

現在ご利用いただいております住宅ローン最優遇金利を基準金利とするご 

融資につきまして、改定日以降新利率を適用させて頂きます。 

新金利の適用開始日はご契約に基づき、令和 7年 6月における約定返済日 

の翌日となります。(令和 7年 7月の約定返済分から適用されます) 

  新利率に基づくご返済金額につきましては、後日改めてお送りします返済

予定表をご確認頂きますようお願い申し上げます。 

 

 

以 上 

 


